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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置より送信された複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞ
れ配置されたマルチキャリア信号を受信する受信装置において、
　前記各パイロット信号を伝送する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれぞ
れ生成する品質生成手段と、
　周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、前記送
信装置から送信されるマルチキャリア信号の周波数軸方向において必要なパイロットチャ
ネル数を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質
情報に基づいて、前記送信装置から送信されるマルチキャリア信号の時間軸方向において
必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、
　前記決定されたパイロットチャネル数を要求する信号を前記送信装置へ送信する通知手
段と、を備え、
　前記品質生成手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情
報の差の平均値を求め、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受
信品質情報の差の平均値を求め、
　前記決定手段は、
　前記周波数軸方向の平均値が周波数軸方向用上限閾値より大きく、かつ、該周波数軸方
向用上限閾値よりも大きい周波数軸方向用第２上限閾値よりも前記周波数軸方向の平均値
が小さい場合、前記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の増加を決定し、
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　該周波数軸方向用上限閾値と同じ又は小さい周波数軸方向用下限閾値よりも前記周波数
軸方向の平均値が小さい場合、前記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の減少を
決定し、
　該周波数軸方向用第２上限閾値よりも前記周波数軸方向の平均値が大きい場合、オール
パイロットフレームの要求を決定し、及び又は、
　前記時間軸方向の平均値が時間軸方向用上限閾値よりも大きく、かつ、該時間軸方向用
上限閾値より大きい時間軸方向用第２上限閾値よりも前記時間軸方向の平均値が小さい場
合、前記必要なパイロットチャネル数の時間軸方向の増加を決定し、
　該時間軸方向用上限閾値と同じ又は小さい時間軸方向用下限閾値よりも前記時間軸方向
の平均値が小さい場合、前記必要なパイロットチャネル数の時間軸方向の減少を決定し、
　該時間軸方向用第２上限閾値よりも前記時間軸方向の平均値が大きい場合、オールパイ
ロットフレームの要求を決定し、
　前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信
する、
　受信装置。
【請求項２】
　送信装置より送信された複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞ
れ配置されたマルチキャリア信号を受信する受信装置において、
　前記各パイロット信号を伝送する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれぞ
れ生成する品質生成手段と、
　周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、前記送
信装置から送信されるマルチキャリア信号の周波数軸方向において必要なパイロットチャ
ネル数を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質
情報に基づいて、前記送信装置から送信されるマルチキャリア信号の時間軸方向において
必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、
　前記決定されたパイロットチャネル数を要求する信号を前記送信装置へ送信する通知手
段と、を備え、
　前記決定手段は、
　周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値が周波数
軸方向用上限閾値よりも大きく、かつ、該周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの
前記各受信品質情報に基づく値が該周波数軸方向用上限閾値より大きい周波数軸方向用第
２上限閾値よりも小さい場合、前記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の増加を
決定し、
　該周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値が、該
周波数軸方向用上限閾値と同じ又は小さい周波数軸方向用下限閾値よりも小さい場合、前
記必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の減少を決定し、
　該周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値が該周
波数軸方向用第２上限閾値よりも大きい場合、オールパイロットフレームの要求を決定し
、及び又は、
　時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値が時間軸方
向用上限閾値よりも大きく、かつ、該時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各
受信品質情報に基づく値が該時間軸方向用上限閾値より大きい時間軸方向用第２上限閾値
よりも小さい場合、前記必要なパイロットチャネル数の時間軸方向の増加を決定し、
　該時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値が、該時
間軸方向用上限閾値と同じ又は小さい時間軸方向用下限閾値よりも小さい場合、前記必要
なパイロットチャネル数の時間軸方向の減少を決定し、
　該時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づく値が該時間
軸方向用第２上限閾値よりも大きい場合、オールパイロットフレームの要求を決定し、
　前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信
する、
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　受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャリア伝送方式においてパイロット信号等を用いてチャネル推定を
行う無線通信システム、送信装置及び受信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式は様々な通信システム
の伝送方式に採用され、高い周波数利用効率による高速データ通信を実現している。ＯＦ
ＤＭ方式は、送信データを複数に分割し、その分割された送信データを直交する複数の搬
送波（サブキャリア）にそれぞれマッピングし、周波数軸上で並列に伝送する方式である
。
【０００３】
　このような無線通信で用いられる無線フレームフォーマットは現在３ＧＰＰ（3rd Gene
ration Partnership Project）等で検討されており、図１２にその無線フレームフォーマ
ットの例を示す。図１２に示す無線フレームフォーマットでは、各フレームがＴＴＩ（Tr
ansmission Time Interval）間隔で設けられており、各フレーム内で、各ＯＦＤＭシンボ
ルが周波数（縦軸）―時間（横軸）配列上にそれぞれ配置される。また、各フレームは、
複数のサブキャリアから構成され、各サブキャリアが更に時間軸で７シンボルから構成さ
れる。各サブキャリアには、共通パイロットチャネル（Common Pilot Channel）、個別パ
イロットチャネル（Dedicated Pilot Channel）、その他のチャネル（Other Channel:以
降、データチャネルと表記する）等がそれぞれ配置される。共通パイロットチャネルには
全ユーザ共通のパイロットシンボルが配置され、個別パイロットチャネルには所定のユー
ザに応じてそれぞれ割り当てられる個別パイロットシンボルが配置され、データチャネル
にはデータシンボルが配置される。
【０００４】
　このようなフレームフォーマットを用いる受信装置では、このパイロットシンボルを用
いて推定された伝搬路特性値（チャネル推定値）等によりフェージングの影響が補償され
る。この場合に、フェージングの影響はシンボル毎に異なるため、受信装置は、各シンボ
ルを復調するにあたり当該チャネル推定値を周波数軸上及び時間軸上で補間する必要があ
る。例えば、図１２の例では、パイロットシンボルＣＰ－１とパイロットシンボルＤＰ－
１を用いて各シンボル位置にあたるチャネル推定値が線形補間され、求められたチャネル
推定値によりシンボル１－Ａ及び１－Ｂが復調される。
【０００５】
　なお、本願発明に係る先行技術文献としては、以下の文献に開示されたものがある。
【特許文献１】特開２００３－０３２１４６号公報
【非特許文献１】Technical Specification Group Radio Access Network, "Physical La
yer Aspects for Evolved UTRA (Release 7)", 3rd Generation Partnership Project, 3
GPP TR 25.814 V1.0.1, November 2005, p.22-24.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のような無線フレームフォーマットにおいて、配置されるパイロットシンボルの数
及び位置は受信誤り率等の通信性能に大きく寄与することが分かっている。例えば、パイ
ロットシンボルの数を増加させた場合にはチャネル推定精度は向上するものの伝送レート
が下がり、パイロットシンボルの数を減少させた場合にはチャネル推定精度が低下し受信
誤り率が劣化することになる。また、フェージングの影響は伝搬環境等に依存するもので
あるため、同じパイロットシンボル配置の無線フレームを用いたとしても、それによるチ
ャネル推定の精度がその伝搬環境等に応じて変わってしまう。
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【０００７】
　本発明は、上述のような問題点に鑑みてなされたものであり、伝搬環境によらず優れた
誤り率特性を達成する無線通信システム、送信装置及び受信装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するために以下の構成を採用する。即ち、本発明は、送
信装置より送信された複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞれ配
置されたマルチキャリア信号を受信する受信装置において、当該各パイロット信号を伝送
する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれぞれ生成する品質生成手段と、生
成された各受信品質情報に基づき、上記送信装置から送信されるマルチキャリア信号にお
いて必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、決定されたパイロットチャネル
数を要求する信号を上記送信装置へ通知する通知手段とを備える受信装置についてのもの
である。
【０００９】
　本発明では、各パイロットチャネルに作用する伝搬（チャネル）環境を加味した受信品
質情報が生成される。この受信品質情報とは、例えばＳＩＮＲ（Signal to Interference
 and Noise Ratio）であり、ビット誤り率（ＢＥＲ）である。本発明では、生成された各
受信品質情報に基づき、上記送信装置から送信される信号において必要なパイロットチャ
ネル数が決定され、その決定されたパイロットチャネル数が上記送信装置に通知される。
ここで、決定されるパイロットチャネル数とは、絶対的な意味における数のみを指すもの
ではなく、パイロットチャネル数の増加若しくは減少の何れかが決定されるようにしても
よい。
【００１０】
　これにより、当該要求パイロットチャネル数の通知を受けた送信装置では、その要求に
かなうパイロット構成を持つ無線フレームを形成することができる。従って、本発明によ
れば、伝搬環境を即座にパイロットチャネルの構成に反映させることができるため、受信
誤り率等の通信性能の向上を図りつつ、パイロットチャネルを無駄に配置することによる
伝送レートの低下を防ぐことができる。
【００１１】
　また、本発明では、上記決定手段が、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの各
受信品質情報に基づいて、周波数軸方向において必要なパイロットチャネル数を決定し、
及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの各受信品質情報に基づいて、時間
軸方向において必要なパイロットチャネル数を決定するようにしてもよい。この必要なパ
イロットチャネル数の決定にあたり参照する情報としては、近接するパイロットチャネル
の各受信品質情報の差、若しくはそれらの平均値を用いるようにしてもよい。
【００１２】
　従って、本発明によれば、伝搬環境を具体的に反映させた適正なパイロットチャネル構
成を採ることができる。
【００１３】
　また、本発明では、上記決定手段が、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの各
受信品質情報から取得される値と所定の閾値とを比較することにより必要なパイロットチ
ャネル数の周波数軸方向の増減を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチ
ャネルの各受信品質情報から取得される値と所定の閾値とを比較することにより必要なパ
イロットチャネル数の時間軸方向の増減を決定するようにしてもよい。所定の閾値と比較
する値として、近接するパイロットチャネルの各受信品質情報の差、若しくはそれらの平
均値が用いられるようにしてもよい。
【００１４】
　また、本発明では、上記決定手段が、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの各
受信品質情報から取得される値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロッ
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トフレームの要求を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの各受
信品質情報から取得される値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロット
フレームの要求を決定し、上記通知手段が、当該オールパイロットフレームを要求する信
号を上記送信装置へ通知するようにしてもよい。また、この所定の上限閾値と比較する値
としては、近接するパイロットチャネルの各受信品質情報の差、若しくはそれらの平均値
が用いられるようにしてもよい。
【００１５】
　本発明では、周波数軸方向及び又は時間軸方向の近接するパイロットチャネルの各受信
品質情報（各受信品質情報の差若しくはそれらの平均値）が所定の上限閾値と比較される
ことにより、オールパイロットフレームを要求するか否かが決定される。オールパイロッ
トフレームとは、無線フレームにパイロットチャネルのみが配置されたフレームを指す。
これにより、このオールパイロットフレームを含む信号が受信された場合には、全てのパ
イロットチャネルについて受信品質情報が生成されることになり、生成された全ての受信
品質情報に基づき、上述のようなパイロットチャネル数の決定処理がなされる。
【００１６】
　従って、本発明によれば、受信品質情報の差が各パイロットチャネル間で大きくなるよ
うな場合、すなわち、フェージングが激しく影響するような場合においても、即座に適切
なパイロットチャネル配置となるように制御することが可能となる。よって、その時々の
伝搬環境に応じて適切なパイロットチャネル配置構成を採るように制御されるため、伝搬
環境等に依存するフェージングの影響を受けにくくすることができる。
【００１７】
　また、本発明は、上述の受信装置の通知手段から送信される要求パイロットチャネル数
を含む信号を受信する送信装置に関するものでもある。本発明に係る送信装置は、受信装
置から通知された要求パイロットチャネル数に応じて、パイロット信号の時間軸方向及び
周波数軸方向の配置をそれぞれ決定する配置手段と、決定されたパイロット信号の配置を
持つマルチキャリア信号を送信する送信手段とを備えるようにしてもよい。
【００１８】
　これにより、送信装置では、受信装置から通知されてくる要求パイロットチャネル数を
反映させた無線フレームが形成される。
【００１９】
　従って、本発明によれば、伝搬環境を即座にパイロットチャネルの構成に反映させるこ
とができるため、受信誤り率等の通信性能の向上を図りつつ、パイロットチャネルを無駄
に配置することによる伝送レートの低下を防ぐことができる。
【００２０】
　また、本発明に係る送信装置では、上記送信手段が、上記受信装置からオールパイロッ
トフレームの要求が通知された場合に、当該オールパイロットフレームを持つマルチキャ
リア信号を送信するようにしてもよい。
【００２１】
　これにより、受信装置において、その伝搬環境に基づいて必要なパイロットチャネルの
数若しくは配置等を即座に把握することができるようになる。
【００２２】
　なお、本発明は、以上の受信装置及び送信装置とを有する無線通信システムに関するも
のでもある。また、本発明は、以上の受信装置及び送信装置に関する何れかの機能を実現
するプログラムであってもよいし、そのようなプログラムを記録したコンピュータが読み
取り可能な記憶媒体であってもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、伝搬環境によらず優れた誤り率特性を達成する無線通信システム、送
信装置及び受信装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態における無線通信装置について説明する。本
実施形態における無線通信装置とは、例えば、無線により相互に通信を行う移動端末及び
基地局装置（アクセスポイント）である。なお、以下の説明では説明の便宜のため、本実
施形態における無線通信装置を受信装置と送信装置とに分け説明するものとする。しかし
ながら、本発明は、このような構成に限定されるものではなく、以下に述べる受信機能及
び送信機能双方を備える通信装置であってもよい。あくまで、以下の実施形態の構成は例
示であり、本発明は実施形態の構成に限定されない。
【００２５】
　〔受信装置〕
　以下、本発明の実施形態における受信装置について図１を用いて説明する。図１は、本
実施形態における受信装置の機能構成を示す図である。
【００２６】
　本実施形態における受信装置は、受信アンテナ１００、受信部１０７、シリアル／パラ
レル（以降、Ｓ／Ｐと表記する）変換部１０１、離散フーリエ変換（以降、ＤＦＴ（Disc
rete Fourier Transform）と表記する）部１０２、パラレル／シリアル（以降、Ｐ／Ｓと
表記する）変換部１０３、復調部１０４、チャネル推定部１０５、復号部１０６、受信品
質情報生成部１１０（本発明の品質生成手段及び決定手段に相当）、フレーム要求部１１
１（本発明の決定手段に相当）、送信部１１２（本発明の通知手段に相当）、送信アンテ
ナ１２０等を有する。
【００２７】
　本実施形態における無線通信装置は、図２に示す無線フレームを用いて通信を行う。図
２は、本実施形態における無線フレームの例を示す図である。図２に示す無線フレームで
は、ＴＴＩ毎に１フレームが形成される。当該フレームは、複数のサブキャリアから構成
され、各サブキャリアが更に時間軸で７シンボルから構成される。当該フレームでは、時
間軸方向の先頭のシンボル列について周波数軸方向に２サブキャリア周波数に１つの割合
で共通パイロットチャネル（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３等）が割り当てられている。当該フレーム
のパイロットチャネル以外のチャネル（データチャネル）にはユーザデータ等が配置され
る。なお、本発明は、共通パイロットチャネルの配置されるサブキャリア周波数間隔を限
定するものではない。
【００２８】
　受信アンテナ１００で受信された無線周波数信号は受信部１０７に送られる。受信部１
０７は、受信された無線周波数信号をベースバンド信号に変換し、変換されたベースバン
ド信号をデジタル信号に変換する。Ｓ／Ｐ変換部１０１は、変換されたデジタル信号を受
けると、このデジタル信号を複数のパラレル信号に変換する。
【００２９】
　ＤＦＴ部１０２は、入力されたパラレル信号に対してＤＦＴ処理を行い、各サブキャリ
ア成分に対応する複数の信号を出力する。この出力された各パラレル信号は、それぞれＰ
／Ｓ変換部１０３及びチャネル推定部１０５へ送られる。Ｐ／Ｓ変換部１０３は、受けた
パラレル信号をシリアル信号列に並べ替え、復調部１０４へ送る。
【００３０】
　チャネル推定部１０５は、ＤＦＴ部１０２から渡された信号のうちのパイロット信号と
既知のパイロット信号とを比較することにより、送信装置から本受信装置へのリンクに関
するチャネル推定値を求める。チャネル推定部１０５は、フレーム要求部１１１からのパ
イロット信号配置情報に基づきＤＦＴ部１０２から渡された信号のうちのパイロット信号
の配置を検知する。このパイロット信号配置情報については後述する。本発明はこのチャ
ネル推定手法を限定するものではないため、例えば最小二乗法演算により求めるようにし
てもよい。このように求められるチャネル推定値は、パイロット信号が配置されているパ
イロットチャネルに関する伝搬特性値である。そこで、チャネル推定部１０５は、パイロ
ット信号が配置されていないデータチャネルについて、周波数軸方向及び時間軸方向の線
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形補間等の方法によりチャネル推定値を求める。このようにして求められた各サブキャリ
アの各シンボルに関するチャネル推定値は復調部１０４に送られる。また、パイロット信
号により求められたチャネル推定値は、受信品質情報生成部１１０へ送られる。
【００３１】
　復調部１０４は、入力されたシリアル信号列をチャネル推定部１０５から渡されるチャ
ネル推定値を用いて同期検波復調を行う。復調された信号は復号部１０６に渡される。復
号部１０６は、所定の符号化率及び復号方式により復調部１０４からの信号を復号する。
復号されたデータは、受信データとして他の機能部へ出力される。
【００３２】
　受信品質情報生成部１１０は、パイロットチャネルに関し、受信品質を示す情報を生成
する。この受信品質を示す情報としては、例えば、チャネル推定部１０５から受けたチャ
ネル推定値に基づき、ＳＩＮＲ（Signal to Interference and Noise Ratio）が求められ
る。この場合には、受信品質情報生成部１１０は、各パイロットシンボルの希望電力（Ｓ
）及び干渉雑音電力（Ｉ）によりＳＩＮＲを求める。各シンボルの希望電力は、例えばチ
ャネル推定値の絶対値を２乗することで求められ、干渉雑音電力は、例えば受信信号とパ
イロット信号の相関を取ることにより求められる。
【００３３】
　他の例として、受信品質情報生成部１１０は、ビット誤り率（ＢＥＲ）を求めるように
してもよい。その場合には、受信品質情報生成部１１０は、復号部１０６から復号された
データ中の巡回冗長検査（以降、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）と表記する）ビッ
トを受け、それを検査することにより、所定の間隔におけるビット誤り率を求める。所定
の間隔とは、近接する２つのパイロットチャネルについての時間軸方向及び周波数軸方向
の間隔である。図２に示す例では、時間軸方向についてシンボル１－Ａからシンボル１－
Ｆまでの間のビット誤り率が求められ、周波数軸方向について１－Ｇのビット誤り率が求
められる。このように求められた受信品質情報は、フレーム要求部１１１へ渡される。
【００３４】
　フレーム要求部１１１は、パイロットチャネルについての受信品質情報に基づき、送信
相手となる送信装置と本受信装置との間の伝送に用いる無線フレームに関するパイロット
信号の配置を決定する。フレーム要求部１１１は、以下に示す３つのパターンによりパイ
ロット信号の配置を決定する。
【００３５】
　（パターン１）周波数軸方向のパイロットチャネルの数を変更する。
【００３６】
　（パターン２）時間軸方向のパイロットチャネルの数を変更する。
【００３７】
　（パターン３）オールパイロットフレーム（トレーニング期間）を要求する。
【００３８】
　フレーム要求部１１１は、まず、パターン１によりパイロット信号の配置を決定する。
図２に示す無線フレームが受信された場合に、フレーム要求部１１１は、ＴＴＩ（ｎ）時
のフレームについて、各パイロットチャネルの受信品質情報を受信品質情報生成部１１０
からそれぞれ受ける。フレーム要求部１１１は、周波数軸方向で近接するパイロットチャ
ネルに関する受信品質情報の差をそれぞれ求める。図２の例では、当該フレーム中には共
通パイロットチャネルしか存在していないため、フレームの先頭シンボル列についての各
パイロットチャネルを対象とする。具体的には、パイロットチャネルＰ１の受信品質情報
とパイロットチャネルＰ２の受信品質情報との差が求められ、パイロットチャネルＰ２の
それとパイロットチャネルＰ３のそれとの差が求められるという具合に周波数軸方向に関
する各パイロットチャネル間の受信品質情報の差がそれぞれ求められる。以下に説明する
パターン２により時間軸方向へパイロットチャネルが増加されていた場合には、増加され
たシンボル列に配置されるパイロットチャネルについても対象とされる。
【００３９】
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　フレーム要求部１１１は、各パイロットチャネル間の受信品質情報の差をそれぞれ求め
ると、これら受信品質情報の差の平均値を更に求め、この平均値と予め保持される上限閾
値とを比較する。上限閾値（本発明の所定の閾値に相当）としては、例えば、受信品質情
報としてビット誤り率が用いられている場合には、０．１近辺の値が設定されるようにし
てもよい。フレーム要求部１１１は、当該平均値が当該上限閾値を超えている場合には、
周波数軸方向へのパイロットチャネルの増加を決定する。このように決定された結果、送
信装置から送信される無線フレームは図３のようになる。図３は、フレーム要求部１１１
の決定の結果、変更されるパイロットチャネル配置の例を示す図である。図３の例では、
無線フレームの先頭シンボル列について周波数軸方向にパイロットチャネル（Ｐ１－１０
、Ｐ２－１０、Ｐ３－１０、Ｐ４－１０、Ｐ５－１０）が増えている。
【００４０】
　このように、フレーム要求部１１１の決定の結果、変更されるパイロットチャネル配置
については、当該無線フレーム中の所定の単位で扱われる。例えば、図２に示す無線フレ
ームの例では、各フレームに関し、共通パイロットチャネルを１つ含むような範囲（Ｐ－
１を含むサブキャリアからＰ－２を含むサブキャリアまでの範囲）が１単位として扱われ
る。これにより、無線フレームは、各フレーム内の各単位で同一のパイロットチャネルの
配置を持つように変更される。
【００４１】
　フレーム要求部１１１は、上述の上限閾値の他、下限閾値（本発明の所定の閾値に相当
）も予め保持している。フレーム要求部１１１は、各パイロットチャネル間の受信品質情
報の差の平均値が当該下限閾値よりも小さいと判断すると、周波数軸方向へのパイロット
チャネルの減少を決定する。なお、共通パイロットチャネルについては削除しないものと
してもよい。また、上述の上限閾値と下限閾値を１つの閾値としてもよい。
【００４２】
　フレーム要求部１１１は、次に、パターン２によりパイロット信号の配置を決定する。
フレーム要求部１１１は、時間軸方向で近接するパイロットチャネルに関する受信品質情
報の差をそれぞれ求める。図２の例では、当該フレーム中には共通パイロットチャネルし
か存在していないため、ＴＴＩ（ｎ）時のフレームのパイロットチャネルとＴＴＩ（ｎ＋
１）時のフレームのパイロットチャネルとの差がパイロットチャネルの存在している各サ
ブキャリアでそれぞれ求められる。具体的には、パイロットチャネルＰ１の受信品質情報
とパイロットチャネルＰ１１の受信品質情報との差が求められ、パイロットチャネルＰ２
の受信品質情報とパイロットチャネルＰ１２の受信品質情報との差が求められるという具
合に時間軸方向に関し各パイロットチャネル間の受信品質情報の差がそれぞれ求められる
。
【００４３】
　フレーム要求部１１１は、各パイロットチャネル間の受信品質情報の差をそれぞれ求め
ると、これら受信品質情報の差の平均値を更に求め、この平均値と予め保持される上限閾
値とを比較する。上限閾値としては、パターン１と同様の値を用いるようにしてもよいし
、別の値を持つようにしてもよい。フレーム要求部１１１は、当該平均値が当該上限閾値
を超えている場合には、時間軸方向へのパイロットチャネルの増加を決定する。このよう
に決定された結果、送信装置から送信される無線フレームは図４のようになる。図４は、
フレーム要求部１１１の決定の結果、変更されるパイロットチャネル配置の例を示す図で
ある。図４の例では、無線フレームの時間軸方向にパイロットチャネル（Ｐ１－０１、Ｐ
２－０１、Ｐ３－０１、Ｐ４－０１、Ｐ５－０１）が増えている。
【００４４】
　このように、上述のパターン１の処理とパターン２の処理とが一度ずつ行われると、図
５に示すようなパイロットチャネル配置となる。図５は、上述のパターン１の処理とパタ
ーン２の処理とが組み合わされた結果、変更されるパイロットチャネル配置の例を示す図
である。以降、フレーム要求部１１１は、パターン２により時間軸方向にパイロットチャ
ネルを増加させる場合には、図６に示す順番で増加する。図６は、時間軸方向へのパイロ
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ットチャネルの増加減の順番を示す図である。図６の括弧で示す数値がその順番を示す。
上述したように図４及び５のパイロットチャネルの配置例では、順番（１）で示されるチ
ャネルにパイロット信号が配置されている。従って、図４及び５において更に時間軸方向
にパイロットチャネルを増加させる場合には、順番（２）で示されるチャネルがパイロッ
トチャネルとして決定されることになる。
【００４５】
　逆にパイロットチャネルの数を減らす場合には、図６に示す順番について降順で減らさ
れる。時間軸方向へのパイロットチャネルの減少の決定については、上述のパターン１と
同様に下限閾値が利用される。
【００４６】
　フレーム要求部１１１は、上述の上限閾値及び下限閾値の他、第２の上限閾値（本発明
の所定の上限閾値に相当）を予め保持する。フレーム要求部１１１は、上述のパターン１
及び２の処理で求められる各パイロットチャネル間の受信品質情報の差が当該第２上限閾
値を超えると判断すると、オールパイロットフレームが必要であると決定する（パターン
３）。図７は、オールパイロットフレームの構成例を示す図である。なお、図７の例では
、１フレームのみのオールパイロットフレームを示したが、複数フレーム連続して若しく
は断続的にオールパイロットフレームが送信されるようにしてもよい。フレーム要求部１
１１は、上述のパターン１、２及び３により決定されたパイロットチャネル配置情報を送
信部１１２及びチャネル推定部１０５に渡す。
【００４７】
　なお、オールパイロットフレームを受信した場合には、フレーム要求部１１１は、全パ
イロットチャネルについての受信品質情報に関し、上述のパターン１処理及びパターン２
処理を行う。これにより、当該オールパイロットフレームは伝搬環境に応じて徐々にパイ
ロットチャネルが減少され、適切なパイロットチャネル配置となる。
【００４８】
　送信部１１２は、フレーム要求部１１１から渡されるパイロットチャネル配置情報を制
御チャネルに配置した無線フレームを生成する。生成された無線フレームは、送信アンテ
ナ１２０から送信される。送信部１１２により生成されるパイロットチャネル配置情報は
、図８に示すようなビットデータで制御チャネルに配置される。図８は、パイロット配置
情報の通知例を示す図である。図８の例では、最下位ビット（以降、ＬＳＢ（LEAST SIGN
IFICANT BIT）と表記する）から最上位ビット（以降、ＭＳＢ（MOST SIGNIFICANT BIT）
と表記する）へ周波数軸方向への処理を示すビット、時間軸方向への処理を示すビット、
パイロットシンボルの追加／減少を示すビット、ステイタスを示すビット、オールパイロ
ット要求を示すビットが配置される。
【００４９】
　フレーム要求部１１１から周波数軸方向への増加要求を受けた場合には、送信部１１２
は、周波数方向への処理を示すビットを１とし、時間軸方向への処理を示すビットを０と
し、パイロットシンボルの追加／減少を示すビットを０とし、ステイタスを示すビットを
１とし、オールパイロット要求を示すビットを０としたパイロットチャネル配置情報を生
成する。逆に、フレーム要求部１１１から周波数軸方向への減少要求を受けた場合には、
送信部１１２は、周波数方向への処理を示すビットを１とし、時間軸方向への処理を示す
ビットを０とし、パイロットシンボルの追加／減少を示すビットを１とし、ステイタスを
示すビットを１とし、オールパイロット要求を示すビットを０としたパイロットチャネル
配置情報を生成する。また、オールパイロット要求を受けた場合には、送信部１１２は、
オールパイロット要求を示すビットを１としたパイロットチャネル配置情報を生成する。
なお、フレーム要求部１１１から前回状態を保持するよう要求を受けた場合には、送信部
１１２は、周波数方向への処理を示すビットを０とし、時間軸方向への処理を示すビット
を０とし、ステイタスを示すビットを０とし、オールパイロット要求を示すビットを０と
したパイロットチャネル配置情報を生成する。
【００５０】
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　〔送信装置〕
　以下、本発明の実施形態における送信装置について図９を用いて説明する。図９は、本
実施形態における送信装置の機能構成を示す図である。
【００５１】
　本実施形態における送信装置は、送信アンテナ２００、送信部２０１（本発明の送信手
段に相当）、パラレル／シリアル（以降、Ｐ／Ｓと表記する）変換部２０２、逆離散フー
リエ変換（以降、ＩＤＦＴ（Inverse Discrete Fourier Transform）と表記する）部２０
３、シリアル／パラレル（以降、Ｓ／Ｐと表記する）変換部２０４、多重部２０５（本発
明の配置手段に相当）、ユーザデータ生成部２０６、パイロット生成部２０７、制御チャ
ネル復調／復号部２０８、受信部２０９、受信アンテナ２１０等を有する。
【００５２】
　上述した受信装置から送信されたパイロットチャネル配置情報を含む信号は、受信アン
テナ２１０で受信され、受信部２０９に送られる。受信部２０９は、受信された無線周波
数信号に対し、所定の信号処理（ベースバンド信号変換、アナログ／デジタル変換、同期
検波復調等）を施し、出力された信号のうち制御チャネル信号を制御チャネル復調／復号
部２０８に渡す。
【００５３】
　制御チャネル復調／復号部２０８は、受信部２０９から受けた制御チャネル信号を復調
／復号し、当該信号に含まれるパイロットチャネル配置情報（図８）を取得する。取得さ
れたパイロットチャネル配置情報は、多重部２０５及びパイロット生成部２０７に送られ
る。
【００５４】
　ユーザデータ生成部２０６は、送信先となる受信装置へのユーザデータ信号を生成する
。生成されたユーザデータ信号は多重部２０５に渡される。パイロット生成部２０７は、
制御チャネル復調／復号部２０８から渡されるパイロットチャネル配置情報に基づき、パ
イロット信号を生成する。生成されたパイロット信号は、多重部２０５に渡される。
【００５５】
　多重部２０５は、制御チャネル復調／復号部２０８から渡されるパイロットチャネル配
置情報、すなわち、上述の受信装置から送信されてきた図８に示すパイロットチャネル配
置情報に基づき、送信無線フレームのパイロットチャネルの配置を決定し、パイロット生
成部２０７から送られるパイロット信号及びユーザデータ生成部２０６から送られるユー
ザデータ信号を多重する。具体的には、多重部２０５は、現在の送信無線フレームに関す
るパイロットチャネルの配置情報を保持しており、それに対し、図８に示すパイロットチ
ャネル配置情報に示される情報を反映させる。多重部２０５によりパイロットシンボルが
多重化された無線フレームは、図２から５の例のように形成される。
【００５６】
　多重部２０５は、当該パイロットチャネル配置情報のオールパイロット要求を示すビッ
トが１に設定されていた場合には、図７に示すオールパイロットフレームを生成する。多
重部２０５は、オールパイロットフレームにはユーザデータ信号を多重化しないこととな
る。多重部２０５により多重化された信号は、Ｓ／Ｐ変換部２０４へ渡される。
【００５７】
　Ｓ／Ｐ変換部２０４は、多重部２０５により生成されたシリアル信号列をサブキャリア
数分並列に並べたパラレル信号に変換する。ＩＤＦＴ部２０３は、Ｓ／Ｐ変換部２０４か
ら出力されるパラレル信号に対して各ＯＦＤＭシンボル単位でＩＤＦＴ処理を行う。ＩＤ
ＦＴ部２０３から出力される各サブキャリアの時間軸上の信号は、Ｐ／Ｓ変換部２０２に
より合成多重され、送信部２０１へ送られる。送信部２０１は、Ｐ／Ｓ変換部２０２から
送られるシリアル信号をアナログ信号に変換し、その信号の中心周波数を無線送信周波数
に変換し、送信アンテナ２００から送信する。
【００５８】
　なお、上述した本実施形態における受信装置及び送信装置では、周波数－時間変換処理
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をＩＤＦＴとし、時間－周波数変換処理をＤＦＴとしているが、本発明はこれらに限定す
るものではなく、周波数－時間変換処理を逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ（Inverse Fast
 Fourier Transform））とし、時間－周波数変換処理を高速フーリエ変換（ＦＦＴ（Fast
 Fourier Transform））としてもよい。
【００５９】
　〔動作例〕
　次に、本実施形態における受信装置の動作例について、図１０及び１１を用いて説明す
る。図１０及び１１は、受信装置におけるパイロットチャネルの配置決定動作例を示すフ
ローチャートである。
【００６０】
　本実施形態における受信装置は、受信アンテナ１００により受信された無線送信周波数
信号について所定の信号処理を施し（受信部１０７）、それにより得られたデジタル信号
をパラレル信号に変換する（Ｓ／Ｐ変換部１０１）。当該パラレル信号は、ＤＦＴ部１０
２によりフーリエ変換され、各サブキャリア成分に対応する信号が出力される（ＤＦＴ部
１０２）。チャネル推定部１０５は、当該各サブキャリア成分に対応する信号のうちパイ
ロットチャネルに配置されるパイロットシンボルと既知のパイロット信号との比較により
、パイロットチャネルについてチャネル推定を行う（Ｓ１００１）。
【００６１】
　次に、受信品質情報生成部１１０は、チャネル推定部１０５からのチャネル推定値、若
しくは復号部１０６からのＣＲＣビットなどにより、パイロットチャネルに関する受信品
質情報を生成する（Ｓ１００２）。受信品質情報とは、例えば、ＳＩＮＲ、ＳＮＲ、ビッ
ト誤り率などである。
【００６２】
　フレーム要求部１１１は、当該受信品質情報を受けると、まず、上述のパターン１の処
理、すなわち、周波数軸方向のパイロットチャネルの変更処理を行う。フレーム要求部１
１１は、周波数軸方向で近接する各パイロットチャネルに関して当該受信品質情報の差を
それぞれ求める（Ｓ１００３）。そして、フレーム要求部１１１は、求められた受信品質
情報の差の平均値を求める（Ｓ１００４）。続けて、フレーム要求部１１１は、このよう
にして求められた周波数軸方向の受信品質情報の差の平均値と予め保持される上限閾値と
を比較する（Ｓ１００５）。この比較により、フレーム要求部１１１は、当該平均値が上
限閾値を超えると判断すると（Ｓ１００５；ＹＥＳ）、更に当該平均値が第２上限閾値を
超えるか否かを判断する（Ｓ１００６）。この比較により、フレーム要求部１１１は、当
該平均値が第２上限閾値を超えると判断すると（Ｓ１００６；ＹＥＳ）、オールパイロッ
トフレームの要求を決定する（Ｓ１００７）。一方、この比較により、フレーム要求部１
１１は、当該平均値が第２上限閾値を超えないと判断すると（Ｓ１００６；ＮＯ）、周波
数軸方向へのパイロットチャネルの増加を決定する（Ｓ１００８）。
【００６３】
　フレーム要求部１１１は、当該平均値が上限閾値を超えないと判断すると（Ｓ１００５
；ＮＯ）、更に当該平均値が下限閾値を下回るか否かを判断する（Ｓ１００９）。この比
較により、フレーム要求部１１１は、当該平均値が下限閾値を下回ると判断すると（Ｓ１
００９；ＹＥＳ）、周波数軸方向へのパイロットチャネルの減少を決定する（Ｓ１０１１
）。一方、フレーム要求部１１１は、当該平均値が下限閾値を下回らないと判断すると（
Ｓ１００９；ＮＯ）、周波数軸方向については現状維持、すなわち現在のパイロットチャ
ネル配置を維持すると決定する（Ｓ１０１０）。
【００６４】
　フレーム要求部１１１は、当該周波数軸方向のパイロットチャネルの変更処理が完了す
ると（図１０及び１１に示すＡ）、次に、上述のパターン２の処理、すなわち、時間軸方
向のパイロットチャネルの変更処理を行う。なお、先の判断により、オートパイロットフ
レームの要求を決定していた場合には、当該パターン２に関する処理は行わない（図１０
及び１１に示すＢ）。
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【００６５】
　フレーム要求部１１１は、時間軸方向で近接する各パイロットチャネルに関して当該受
信品質情報の差をそれぞれ求める（Ｓ１０２０）。そして、フレーム要求部１１１は、求
められた受信品質情報の差の平均値を求める（Ｓ１０２１）。続けて、フレーム要求部１
１１は、このようにして求められた時間軸方向の受信品質情報の差の平均値と予め保持さ
れる上限閾値とを比較する（Ｓ１０２２）。この比較により、フレーム要求部１１１は、
当該平均値が上限閾値を超えると判断すると（Ｓ１０２２；ＹＥＳ）、更に当該平均値が
第２上限閾値を超えるか否かを判断する（Ｓ１０２３）。この比較により、フレーム要求
部１１１は、当該平均値が第２上限閾値を超えると判断すると（Ｓ１０２３；ＹＥＳ）、
オールパイロットフレームの要求を決定する（Ｓ１０２４）。一方、この比較により、フ
レーム要求部１１１は、当該平均値が第２上限閾値を超えないと判断すると（Ｓ１０２３
；ＮＯ）、時間軸方向へのパイロットチャネルの増加を決定する（Ｓ１０２５）。
【００６６】
　フレーム要求部１１１は、当該平均値が上限閾値を超えないと判断すると（Ｓ１０２２
；ＮＯ）、更に当該平均値が下限閾値を下回るか否かを判断する（Ｓ１０２６）。この比
較により、フレーム要求部１１１は、当該平均値が下限閾値を下回ると判断すると（Ｓ１
０２６；ＹＥＳ）、時間軸方向へのパイロットチャネルの減少を決定する（Ｓ１０２７）
。一方、フレーム要求部１１１は、当該平均値が下限閾値を下回らないと判断すると（Ｓ
１０２６；ＮＯ）、時間軸方向については現状維持、すなわち現在のパイロットチャネル
配置を維持すると決定する（Ｓ１０２８）。
【００６７】
　フレーム要求部１１１は、このように決定された内容に基づきパイロットチャネル配置
情報を生成し（Ｓ１０２９）、このパイロットチャネル配置情報をチャネル推定部１０５
及び送信部１１２へ送る。チャネル推定部１０５は、このパイロットチャネル配置情報に
基づきＤＦＴ部１０２から送られてくる各信号についてパイロットチャネルの配置を検知
する。送信部１１２は、フレーム要求部１１１から渡されるパイロットチャネル配置情報
を制御チャネルに配置した無線フレームを生成し、当該無線フレームを送信する。送信部
１１２は、当該無線フレームの生成にあたり、パイロットチャネル配置情報を図８に示す
ビットデータとする。
【００６８】
　このパイロットチャネル配置情報を含む無線フレームを受信した送信装置は、以降、こ
れに基づいたパイロットチャネル配置を有する無線フレームを送信するようになる。すな
わち、当該送信装置の多重部２０５が、このパイロットチャネル配置情報に基づいて、パ
イロット生成部２０７により生成されたパイロット信号とユーザデータ生成部２０６によ
り生成されたユーザデータ信号とを多重化する。多重部２０５は、パイロットチャネル配
置情報が時間軸方向へのパイロットチャネルの変更を促すデータとなっていた場合には、
例えば図６に示す順番でパイロットチャネルの配置を決定する。また、多重部２０５は、
パイロットチャネル配置情報がオールパイロットフレームの要求を示すデータとなってい
た場合には、ユーザデータ信号の多重化を行わないオールパイロットフレームを出力する
。
【００６９】
　なお、オールパイロットフレームを受信した受信装置は、全パイロットチャネルについ
ての受信品質情報が生成され、生成された全パイロットチャネルについての受信品質情報
に関し上述のパターン１処理及びパターン２処理を行う。これにより、当該オールパイロ
ットフレームは伝搬環境に応じて徐々にパイロットチャネルが減少され、適切なパイロッ
トチャネル配置となる。
【００７０】
　〈第一実施形態における作用／効果〉
　本実施形態における受信装置では、送信装置から送信されたＯＦＤＭ信号が受信される
と、その受信信号について所定の信号処理が施されることにより各サブキャリア成分に対
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応する信号が出力される。当該受信信号には複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波
数軸方向へそれぞれ所定間隔で配置されており、チャネル推定部１０５では、当該各サブ
キャリア成分に対応する信号のうちパイロットチャネルに配置されるパイロットシンボル
が用いられることにより各パイロットチャネルについてそれぞれチャネル推定が行われる
。続いて、受信品質情報生成部１１０では、当該チャネル推定値若しくは復号部１０６か
らのＣＲＣビットなどが用いられることにより各パイロットチャネルに関する受信品質情
報（例えば、ＳＩＮＲ、ＳＮＲ、ＢＥＲ）がそれぞれ生成される。
【００７１】
　フレーム要求部１１１では、当該各パイロットチャネルに関する受信品質情報に基づき
、まず、周波数軸方向のパイロットチャネル数の変更処理（パターン１）が行われる。こ
のパターン１の処理では、周波数軸方向で近接する各パイロットチャネルに関して当該受
信品質情報の差がそれぞれ求められ、求められた受信品質情報の差の平均値が求められる
。このようにして求められた周波数軸方向の受信品質情報の差の平均値と予め保持されて
いる上限閾値、第２上限閾値、及び下限閾値とが比較されることにより、周波数軸方向の
パイロットチャネル数の変更内容が決定される。すなわち、（当該平均値＞第２上限閾値
＞上限閾値）の場合にオールパイロットフレームの要求が決定され、（第２上限閾値＞＝
当該平均値＞上限閾値）の場合に周波数軸方向へのパイロットチャネルの増加が決定され
、（下限閾値＞当該平均値）の場合に周波数軸方向へのパイロットチャネルの減少が決定
され、それ以外の場合に周波数軸方向へのパイロットチャネルの変更はなし（現状維持）
と決定される。
【００７２】
　次に、フレーム要求部１１１では、当該各パイロットチャネルに関する受信品質情報に
基づき、時間軸方向のパイロットチャネル数の変更処理（パターン２）が行われる。この
パターン２の処理では、時間軸方向で近接する各パイロットチャネルに関して当該受信品
質情報の差がそれぞれ求められ、求められた受信品質情報の差の平均値が求められる。こ
のようにして求められた時間軸方向の受信品質情報の差の平均値と予め保持されている上
限閾値、第２上限閾値、及び下限閾値とが比較されることにより、時間軸方向のパイロッ
トチャネル数の変更内容が決定される。詳細の決定方法については、パターン１と同様で
ある。
【００７３】
　このように決定されたパイロットチャネルの変更内容に基づきパイロットチャネル配置
情報が生成され、このパイロットチャネル配置情報が制御チャネルに配置された無線フレ
ームが送信される。また、このパイロットチャネル配置情報は、チャネル推定部１０５に
おいて受信信号中のパイロットチャネルの配置を知るために利用される。
【００７４】
　本実施形態における送信装置では、このパイロットチャネル配置情報を含む無線フレー
ムが受信されると、以降、このパイロットチャネル配置情報が反映された無線フレームが
送信される。なお、このとき、パイロットチャネル配置情報がオールパイロットフレーム
の要求を示すデータとなっていた場合には、ユーザデータ信号の多重化を行わないオール
パイロットフレームが出力される。
【００７５】
　このように、本実施形態では、受信装置が各パイロットチャネルにおける受信品質情報
に基づき、必要なパイロットチャネル数等のパイロットチャネル配置を決定し、そのパイ
ロットチャネル配置情報を送信装置へ通知し、送信装置がその通知されたパイロットチャ
ネル配置情報を反映した無線フレームを送信する。
【００７６】
　このため、チャネル伝搬環境に応じたパイロットチャネルの配置構成を採ることができ
、受信誤り率等の通信性能の向上を図り、かつ、パイロットチャネルを無駄に配置するこ
とによる伝送レートの低下を防ぐことができる。また、その時々の伝搬環境に応じて適切
なパイロットチャネル配置構成を採るように制御されるため、伝搬環境等に依存するフェ
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ージングの影響を受けにくくすることができる。
【００７７】
　特に、上限閾値よりも大きい第２上限閾値により決定されるオールパイロットフレーム
要求により、受信品質情報の差が各パイロットチャネル間で大きくなるような場合、すな
わち、フェージングが激しく影響するような場合においても、即座に適切なパイロットチ
ャネル配置となるように制御されることとなる。
【００７８】
　[その他]
　本実施形態は次の発明を開示する。各項に開示される発明は、必要に応じて可能な限り
組み合わせることができる。
【００７９】
　（付記１）
　送信装置より送信された複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞ
れ配置されたマルチキャリア信号を受信する受信装置において、
　前記各パイロット信号を伝送する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれぞ
れ生成する品質生成手段と、
　前記各受信品質情報に基づき、前記送信装置から送信されるマルチキャリア信号におい
て必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、
　前記決定されたパイロットチャネル数を要求する信号を前記送信装置へ送信する通知手
段と、
　を備える受信装置。（１）
　（付記２）
　前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に
基づいて、周波数軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定し、及び又は、
時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、時間軸方向
において前記必要なパイロットチャネル数を決定する、
　付記１に記載の受信装置。（２）
　（付記３）
　前記品質生成手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情
報の差の平均値を求め、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受
信品質情報の差の平均値を求め、
　前記決定手段は、前記周波数軸方向の平均値に基づき周波数軸方向において前記必要な
パイロットチャネル数を決定し、及び又は、前記時間軸方向の平均値に基づき時間軸方向
において前記必要なパイロットチャネル数を決定する、
　付記２に記載の受信装置。（３）
　（付記４）
　前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に
基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の周波数
軸方向の増減を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受
信品質情報に基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネ
ル数の時間軸方向の増減を決定する、
　付記２に記載の受信装置。（４）
　（付記５）
　前記決定手段は、前記周波数軸方向の平均値と所定の閾値とを比較することにより前記
必要なパイロットチャネル数の周波数軸方向の増減を決定し、及び又は、前記時間軸方向
の平均値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の時間軸
方向の増減を決定する、
　付記３に記載の受信装置。（５）
　（付記６）
　前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に
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基づく値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決
定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づ
く値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し
、
　前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信
する、
　付記４に記載の受信装置。（６）
　（付記７）
　前記決定手段は、前記周波数軸方向の平均値と所定の上限閾値とを比較することにより
オールパイロットフレームの要求を決定し、及び又は、前記時間軸方向の平均値と所定の
上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し、
　前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信
する、
　付記５に記載の受信装置。（７）
　（付記８）
　受信装置から通知された要求パイロットチャネル数に応じて、パイロット信号の時間軸
方向及び周波数軸方向の配置をそれぞれ決定する配置手段と、
　前記決定されたパイロット信号の配置を持つマルチキャリア信号を送信する送信手段と
、
　を備える送信装置。（８）
　（付記９）
　前記送信手段は、前記受信装置からオールパイロットフレームの要求が通知された場合
に、当該オールパイロットフレームを持つマルチキャリア信号を送信する、
　付記８に記載の送信装置。（９）
　（付記１０）
　複数のパイロット信号が時間軸方向及び周波数軸方向へそれぞれ配置されたマルチキャ
リア信号を用いて通信する送信装置と受信装置とを有する無線通信システムにおいて、
　前記受信装置は、
　　前記各パイロット信号を伝送する各パイロットチャネルにおける受信品質情報をそれ
ぞれ生成する品質生成手段と、
　　前記各受信品質情報に基づき、前記送信装置から送信されるマルチキャリア信号にお
いて必要なパイロットチャネル数を決定する決定手段と、
　　前記決定されたパイロットチャネル数を要求する信号を前記送信装置へ送信する通知
手段とを備え、
　前記送信装置は、
　　前記受信装置から送信された信号に含まれる要求パイロットチャネル数に応じて、前
記パイロット信号の時間軸方向及び周波数軸方向の配置をそれぞれ決定する配置手段と、
　前記決定されたパイロット信号の配置を持つ前記マルチキャリア信号を送信する送信手
段とを備える無線通信システム。（１０）
　（付記１１）
　前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に
基づいて、周波数軸方向において前記必要なパイロットチャネル数を決定し、及び又は、
時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づいて、時間軸方向
において前記必要なパイロットチャネル数を決定する、
　付記１０に記載の無線通信システム。
【００８０】
　（付記１２）
　前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に
基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネル数の周波数
軸方向の増減を決定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受
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信品質情報に基づく値と所定の閾値とを比較することにより前記必要なパイロットチャネ
ル数の時間軸方向の増減を決定する、
　付記１１に記載の無線通信システム。
【００８１】
　（付記１３）
　前記決定手段は、周波数軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に
基づく値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決
定し、及び又は、時間軸方向に近接するパイロットチャネルの前記各受信品質情報に基づ
く値と所定の上限閾値とを比較することによりオールパイロットフレームの要求を決定し
、
　前記通知手段は、前記オールパイロットフレームを要求する信号を前記送信装置へ送信
し、
　前記送信手段は、前記受信装置から前記オールパイロットフレームの要求が通知された
場合に、前記オールパイロットフレームを持つマルチキャリア信号を送信する、
　付記１２に記載の無線通信システム。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本実施形態における受信装置の機能構成を示す図である。
【図２】本実施形態における無線フレームの例を示す図である。
【図３】パターン１処理の後のパイロットチャネル配置の例を示す図である。
【図４】パターン２処理の後のパイロットチャネル配置の例を示す図である。
【図５】パターン１処理とパターン２処理との後のパイロットチャネル配置の例を示す図
である。
【図６】時間軸方向のパイロットチャネルの増減の順番を示す図である。
【図７】オールパイロットフレームを示す図である。
【図８】パイロットチャネル配置情報の通知例を示す図である。
【図９】本実施形態における送信装置の機能構成を示す図である。
【図１０】受信装置におけるパイロットチャネル配置決定動作例を示す図である。
【図１１】受信装置におけるパイロットチャネル配置決定動作例を示す図である。
【図１２】従来の無線フレームフォーマットを示す図である。
【符号の説明】
【００８３】
１００、２１０　受信アンテナ
１０７、２０９　受信部
１０１、２０４　シリアル／パラレル（Ｓ／Ｐ）変換部
１０２　離散フーリエ変換（ＤＦＴ）部
１０３、２０２　パラレル／シリアル（Ｐ／Ｓ）変換部
１０４　復調部
１０５　チャネル推定部
１０６　復号部
１１０　受信品質情報生成部
１１１　フレーム要求部
１１２、２０１　送信部
１２０、２００　送信アンテナ
２０３　逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ）部
２０５　多重部
２０６　ユーザデータ生成部
２０７　パイロット生成部
２０８　制御チャネル復調／復号部
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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